
 

 

気候変動適応法に基づく深川市指定暑熱避難施設に係る協定書 

 

深川市（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）は、気候変動適応

法（以下「法」という。）に基づく指定暑熱避難施設（以下「クーリングシェル

ター」という。）について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、熱中症による人の健康に係る被害の発生の防止が図られ

るよう、当該施設のクーリングシェルターとしての指定及び運営に当たり必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

（協定の目的となるクーリングシェルター） 

第２条 この協定の目的となるクーリングシェルターは、次に掲げるとおりと

する。  

 一 名称      ○○（施設名） 

 二 所在地     深川市〇〇-〇〇 

 三 開放する曜日  〇曜日～〇曜日 

 四 開放する時間帯 〇〇時～〇〇時 

 五 受入可能人数  〇人 

 

（施設の管理） 

第３条 乙は、法及び法施行規則に定めるクーリングシェルターの基準に適合

するように、指定施設を適切に維持管理するものとする。 

２ 甲は、指定施設について、クーリングシェルターとして市民その他の者の滞

在に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、乙に対し、改善を申し入れる

ことができる。 

 

（熱中症特別警戒情報の発表時の対応） 

第４条 甲は、北海道を対象とする熱中症特別警戒情報の発表を知ったときは、

その旨を速やかに乙に伝達するものとする。 

２ 乙は、前項の伝達を受けたときは、当該熱中症特別警戒情報の発表期間中、

開放可能日時の範囲において、指定施設を一般に開放するものとする。 

３ 前項による指定施設の開放中における市民その他の者の滞在に係る対応は、

乙においてこれを行うものとする。 

 

（熱中症特別警戒情報の発表時以外の対応） 

第５条 乙は、熱中症特別警戒情報の発表時以外においても、市民その他の者が



 

 

暑熱を避けるための滞在場所として、開放可能日時の範囲において、指定施設

を一般に開放にするよう努めるものとする。 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により指定施設を一般に開放する場合に

おいて準用する。 

 

（変更） 

第６条 乙は、本協定の内容に変更が生じる場合は、甲に速やかに報告するもの

とする。 

 

（協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結日から当該年度の３月３１日までと

する。ただし、指定期間満了日の１か月前までに、甲又は乙のいずれからも、

相手方に対し、書面による指定の更新を中止する旨の申入れが行われなかっ

た場合は、従前と同一の条件で、更に１年間更新されるものとする。 

 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関する疑義等が生

じた場合は、甲及び乙で協議のうえ、定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

甲 深川市２条１７番１７号  

深川市          

           深川市長 田中 昌幸   
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